
このたび、道路法面が崩れたことにより、緊急
修繕工事を施工します。
道路交通が片側交互通行となりますので、大変

ご不便をおかけしますがご理解・ご協力をお願い
いたします。
また、通勤等の時間帯には渋滞が予測されます
ので別ルートに迂回をお願いいたします。重ねて
ご協力をお願いいたします。

〇工事概要
・工事場所：大治町大字八ツ屋地内

※右側地図参照
・工事内容：法崩れによる道路の修繕
・交通規制：２４時間片側交互通行
・工事期間：令和８年４月８日から３日間予定

※天候により延長する場合がござ
います。

※なお、本復旧工事については、別途お知らせ
いたします。

緊急道路工事による交通規制について（お知らせ）

課題・懸念

道路内民有地のある大治町道が全件把握できていない。
・現状把握している路線は分筆がされているが、分筆されずに道路内に私有地
が入っている可能性がある。私有地が含まれる路線が判明した場合、道路の現
況で分筆を行い登記を大治町に変更するか、場合によっては、道路構造部の越
境として扱われる可能性があり、どのような影響があるか想定できない。
なお、私有地と道路・水路の官民境界立会を行った際に、道路構造物等が私有
地側へ越境していた場合は、境界立会の申請者と覚書を交わしている。

登記されている個人の相続人への負担
・現状、大治町に相続人への負担を請負う制度がなく、相続人にて相続登記を
行い、場合によっては個人が土地の確定測量、大治町へ変更する所有権移転登
記をして町が道路寄附を受けるのみである。そのため、個人に登記費用、土地
の確定測量費用等の金銭負担が発生する。

今後について

解決方法の一つとして、地籍調査が提案される。大治町をいくつかの区割りに
分けたうえで優先地区から複数年度で、土地の境界立会を行い境界、面積、土
地所有者等を明らかにする手段である。今回のような登記未了土地による地籍
調査の成果品である地籍図の法務局への備え付けがされる。それにより、年間
100件ほどの土地境界立会業務の簡素化、調査終了地区の申請受付を行わなく
てよくなり職員負担が軽減される。

海部管内の市町村対応について

津島市・あま市：狭あい道路整備事業として幅員4ｍ以下の道路で後退用地と
して個人の土地を自治体に寄附する場合、その後退用地の分筆登記費用に補助
金を交付している。
弥富市：確定測量、道路整備を行政で行い、さらに相続税路線価を基に奨励金
を個人に支払っている。また、個人間で抵当権の整理は必要だが公職で抵当権
の抹消登記まで行った事例があるとのこと。
愛西市：井領道路であれば、境界確定等の費用を予算で見ているが必要最小額
で計上しているので、補正予算を組むこととなる。
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